
 

第４回滑川市立地適正化計画策定委員会 

 

日 時 令和７年 10月９日（木）10:00から 

場 所 滑川市役所東別館３階 大会議室 

 

 

 －次 第－ 

 

 １ 開 会 

 

２ 副市長あいさつ 

 

 ３ 議題 

 

  （１） 令和７年８月実施のまちづくりへの意見交換会の内容報告 

 

  （２） 滑川市立地適正化計画の作成途中経過の報告 

 

  （３） その他 

  

 ４ 閉 会 

 



滑川市立地適正化計画策定に向けたスケジュール（案） 第４回　滑川市立地適正化計画策定委員会
令和７年10月９日（木）10時00分から

滑川市役所東別館３階大会議室
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住民の方々との意見交換会

８月25日（月）、26日（火）及び

27日（水）の３日間。

19時00分～

滑川市役所東別館３階大会議室

８月４日（月）Web形式

指摘事項あり。対応についての説明

のため、継続開催の予定あり。



第４回
滑川市立地適正化計画
策定委員会

令和７年10月９日（木）午前10時00分～

滑川市役所東別館３階大会議室

資料１



令和７年度（2025年度） まちづくりへの意見交換会

「滑川市立地適正化計画の策定に向けて」

●開催日程：（参加者計67名（但し３日間））
令和７年（2025年）

８月25日（月）19:00～20:20：（32名）
26日（火）19:00～20:10：（15名）
27日（水）19:00～20:20：（20名）

●開催場所
滑川市役所東別館３階大会議室

◆周知方法
１ 市広報なめりかわ８月号
２ 自治会長（町内会長）あて、案内文書郵送（142名）
３ 令和６年度（2024年度）中に実施した住民向けアンケート郵送者へ、
開催案内を郵便はがき郵送にて（2,000名）

４ 滑川市ＬＩＮＥにて（2,127通） １



早月加積地区 5
北加積地区 6
東加積地区 2
中加積地区 6
西加積地区
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未回答 18
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滑川西地区 11

（人）

浜加積地区 1

5
山加積地区 2

30歳代 1

未回答 18

合　　計 67

70歳代 19
80歳代以上 1

40歳代 2
50歳代 2
60歳代 22

1
20歳代 1
10歳代

（人）

２



• 住民の方々のご意見【抽出】

意見交換会の運営について

• 説明不足。

• 今回の意見交換会に向けた準備が少なすぎると思う。

• ある程度観点を絞った説明が必要。

• 意見交換会のやり方にもう少し工夫が必要だと思います。なぜか市民の方々と市役所職員と
の対立構造ができていて、みんなで建設的に話し合う雰囲気ではない、と思いました。

合　　計 70

施策について 28

その他 5

居住・都市機能誘導
区域について 20

（件）
意見交換会の運営
について 17

３



居住誘導・都市機能誘導区域について

• 本当に人口を増やすのであれば、国道８号の上か下かわかりませんけれども、造成
を促すといった形が一番手っ取り早いんだろう。となれば、国道８号を中心にして、都
市計画を考えられるべきではなかろうか、というふうに思います。

• もうちょっと国道８号寄りというか、旧８号線よりもう少し上だというのが現実なのかな
というふうなのが、開発の状況を見てて感じるところです。

• 住宅開発、或いは都市機能施設誘致等々の話があった場合、居住誘導区域や都市
機能誘導区域を設定していない、線引き以外のところであるから、対象外になっちゃう
よという懸念される点があるんですが、そういう点は、いかがでしょうか？

４



施策について

• 誘導方法の案が皆無。どうやってそこに誘導するのかの説明はゼロ。

• 若い人は、郊外に出ていってしまって、除雪や町内会で行う川掃除などをやる人がい
なくなっていっている。そういった細かいところの問題がなかなか解決されていない状
態で、市としてそこに人を集めると。どういうふうになっていくのかというふうに思います。

• 空家と廃屋をしっかり区別して調査管理すべきと思います。空家とは、使用可能な家。
廃屋とは使用不可な家。空家の活用も重要だが、廃屋の解体も促進すべきと思われ
る。

• 居住誘導区域及び、都市機能誘導区域の多くの部分が旧町部の地区です。計画道
路も長年放置されており、事実、再建築不可の道路に面した土地も多く、道路などの
ハード整備が課題です。一度、旧町部内の道路を全て整理して公表する必要があると
思います。（再建築可能な道路かどうかや、各道路の建築基準法上の位置付け等）。

その他

• 東加積から聞きに来ましたが、ちょっと 蚊帳の外という感想でした。20年後、自分が
生きているとしたら、街中が昔のように賑わっている事を見られるよう期待いたします。

• 最初はよくわからなかったが、意見交換が進むにつれ、何となく理解できてきた。
５



少数ながら、計画策定の取組みへの後押し
となる意見もございました。

• 立地適正化計画について、滑川市外での職場を持つ人たちも多く、駅を中心
とした誘導区域を制定することについて良いと感じました。また、若者の滑川市
外への流出を防ぐためには娯楽施設の不足の解消や子育て施設の存在など、
若者のニーズに合った施設の拡充が不可欠であると考え、ゆえにそういった施
設を支援する仕組みが必要だと感じました。誘導区域への市民の誘導について
はまだ具体的に決まってないとのことで、市民に対して理解の得られる説明とと
もに市民が好意的に受け入れることができるように補助金などの仕組みも必要
だと考えました。

• 立地適正化、都市機能誘導区域等の案についての理解を深めることができま
した。私は高校での専門分野で社会基盤について学んでおり、今回の意見交換
会では災害対策、道路、インフラ管理等社会基盤の分野に関わることが多く、よ
り具体的な開発案について説明を受けたいと感じました。

６



【確認】
居住誘導区域
都市機能誘導区域
設定の考え方

７



居住誘導区域（案）

【居住誘導区域設定の考え方】

✓ 用途地域内（都市マスタープランの市街地ゾーン）の設定を前提とする。

✓ 一般的な徒歩圏として、駅から半径800ｍ、バス停から半径300ｍを基本とする。
（国土交通省；都市構造の評価に関するハンドブック Ｐ12）

✓ 災害リスクの有するハザードを除外。特に津波災害警戒区域（浸水深0.3m以上）は、
原則、居住誘導区域に含めない。

✓ 準工業地域、工業地域、工業専用地域の工業系土地利用の区域は除外。

✓ ２ha以上の大規模未利用地は除外。
（市街化区域内の大規模農地の調査⇒その面積が2ha以上） ８



市街地ゾーン

滑川市都市計画マスタープラン 将来都市構造
図

用途地域 総括図

用途地域指定区域

９



公共交通カバー圏域図
10



津波災害警戒区域図
11



工業系土地利用の区域
12



大規模未利用地
13



居住誘導区域図 14



居住誘導区域図

面積 425.8ha
人口 10,534人
人口密度 24.7人/ha
用途地域に対する割合 63％
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都市機能誘導区域（案）

【都市機能誘導区域設定の考え方】

✓ 都市計画マスタープランの将来都市構造において、「にぎわい創出拠点」に位置付け
られている範囲をベースとする。

✓ 滑川駅、中滑川駅から半径500ｍの範囲を中心に検討。
（高齢者徒歩圏：国土交通省；都市構造の評価に関するハンドブック Ｐ12）

✓ 都市機能が一定程度立地している幹線道路沿線を含める。

✓ ・既に商業等の居住以外の機能がまとまって立地している。
・観光拠点として今後も都市機能の維持・強化を図る区域を含める。

16



にぎわい創出拠点

滑川市都市計画マスタープラン 将来都市構造図 17



駅から半径500m徒歩圏
18



都市機能施設分布圏 19



観光拠点として今後も都市機能の維持・強化を図る区域

滑川漁港
ほたるいかミュージアム

道の駅ウェーブパークなめりかわ

はまなす公園

20



都市機能が一定程度充実している区域

滑川市スポーツ・健康の森公園周辺

幹線道路沿線（カエデ通り）

滑川駅～中滑川駅

一般県道滑川停車場線

市道滑川・富山線 周辺等

21



都市機能誘導区域 22



都市機能誘導区域図

面積 237.9ha
用途地域に対する割合 35％
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